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第２期中期計画の変更について第２期中期計画の変更について第２期中期計画の変更について第２期中期計画の変更について

１ 内容１ 内容１ 内容１ 内容

消費税法及び地方消費税法の一部改正に鑑み、地方独立行政法人岡山

県精神科医療センター第２期中期計画の「第９ 料金に関する事項」の

表に掲げる診断書及び診断書以外の証明書の交付手数料額並びに室料差

額を下記のとおり改める。

２ 施行期日２ 施行期日２ 施行期日２ 施行期日

平成２６年４月１日から施行する。

３ 新旧対照表３ 新旧対照表３ 新旧対照表３ 新旧対照表

第９ 料金に関する事項

区 分 単 位 金額（円）

診断書 簡易なもの １通につき 1,020

複雑なもの １通につき 4,720

その他のもの １通につき 1,740

新
診断書以外の証明書 １通につき 860

室料差額（医師の指示に Ａ室 １日につき 9,800

よる入室の場合を除く。）
Ｂ室 １日につき 5,400

Ｃ室 １日につき 5,000

Ｄ室 １日につき 2,250

第９ 料金に関する事項

区 分 単 位 金額（円）

診断書 簡易なもの １通につき 1,000

複雑なもの １通につき 4,600

その他のもの １通につき 1,700

旧
診断書以外の証明書 １通につき 840

室料差額（医師の指示に Ａ室 １日につき 9,600

よる入室の場合を除く。）
Ｂ室 １日につき 5,300

Ｃ室 １日につき 4,900

Ｄ室 １日につき 2,200


